
行政機関名

内閣府

宮内庁

侍従職事務日誌（昭和26年） H14.6.10 H15.7.7 H19.5.15 1408
予想以上に開示・不開示の審査に時間を要し
たほか、担当部局が業務繁忙のため。

侍従職事務日誌（昭和26年） H14.6.10 H15.7.7 H19.7.2 1456
予想以上に開示・不開示の審査に時間を要し
たほか、担当部局が業務繁忙のため。

侍従職事務日誌（昭和20年8月～12
月）

H16.1.22 H16.6.21 H19.8.31 1166
予想以上に開示・不開示の審査に時間を要し
たほか、担当部局が業務繁忙のため。

侍従職事務日誌（昭和26年） H14.6.10 H15.7.7 H19.5.7 1400
予想以上に開示・不開示の審査に時間を要し
たほか、担当部局が業務繁忙のため。

対象となる行政文書が大量（約500枚）である
とともに、国会対応業務、他の開示請求案件
の処理等、当初予想し得なかった事務の繁忙
により、開示請求処理に予想外の時間を要し
たため。

遺棄化学兵器処理技術に関する調
査報告書（個別の検討業務に関する
もの一式）

H18.11.1 H20.1.31 H20.2.29 29

対象となる行政文書が大量（約1200枚）である
とともに、国会対応業務、他の開示請求案件
の処理等、当初予想し得なかった事務の繁忙
により、開示請求処理に予想外の時間を要し
たため。

H15.5.21 H16.11.11 H19.9.27 1050
予想以上に開示・不開示の審査に時間を要し
たほか、担当部局が業務繁忙のため。

発掘回収事業関連施設等の維持管
理・運営業務の実施及び実施準備業
務に関する調査報告書

H18.11.1 H19.11.30 H20.2.29 91

決定年月日

○法第11条を適用した事案に係るもので、通知した期限までに開示決定等がされなかったもの（資料４）

H18.11.1 H19.10.31 140

超過日数件名 受付年月日 通知した期限

中国遺棄化学兵器処理事業　事業
の管理・所有・運営計画検討報告書

対象となる行政文書が大量（約200枚）である
とともに、国会対応業務、他の開示請求案件
の処理等、当初予想し得なかった事務の繁忙
により、開示請求処理に予想外の時間を要し
たため。

H20.3.19

期限までに開示決定等がされなかった理由

秘書課資料関係録昭和27年　皇太
子成年式立太子の礼



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

領事・移住関係（1955年10月） H15.11.17

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

1971年末、インド・パキスタン紛争（印
パ戦争）を審議する国連安保理緊急
特別会合における日本の対応（２）

H15.11.17 H16.12.16 H19.9.28

H16.8.3 H19.10.19

北朝鮮関係（他５件、計６件） H15.8.4 H17.8.25 H20.3.31

1971年末、インド・パキスタン紛争（印
パ戦争）を審議する国連安保理緊急
特別会合における日本の対応（１）

H15.11.12 H16.12.16 H19.9.28

国連代表権問題/中共（1969年１月） H15.1.7 H16.10.20 H19.7.5

1998年の国連タジキスタン監視団関
連文書

H15.4.4

1172

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

988

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内合議に予想外の時間を要したた
め。

916H19.10.23

1016

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

1016

949

同時期に処理すべき開示請求が多数重なって
いたことに加え、イランの核問題、朝鮮半島情
勢をはじめとする軍縮・不拡散体制を巡る現下
の国際情勢により所掌の業務が予想以上に
繁忙な状況が継続し、作業に要する十分な時
間を確保することができなかったため。

2007年の外務大臣政務官のアゼルバイジャ
ン・ウズベキスタン訪問、バキーエフ・キルギス
大統領訪日をはじめとする中央アジア・コーカ
サス地域の要人往来並びに政治対話の準備
等をはじめとする事務繁忙のため。

H17.4.20



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

H16.5.18 H19.6.17 H19.12.14

日・中共貿易（1962年６月） H16.5.18 H19.6.17 H20.3.26 283

1273

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

内外人外国在留旅行及び保護取締
関係（1959年２月）

H15.12.3

北朝鮮関連領事事務（1959年４月） H15.12.16 H17.1.14 H19.10.31

H16.8.3

内外人外国在留旅行及び保護取締
関係（1959年３月）（他２件、計３件）

H15.12.3 H16.8.3 H20.2.29

H16.8.3 H20.1.28
内外人外国在留旅行及び保護取締
関係（1959年１月）

H15.12.3

領事・移住関係（1959年４月） H15.12.3 H16.8.3 H19.10.31

1256

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

H20.1.11

日・中共貿易（1961年１月）

1305

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

1020

180
処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

1184

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

日朝関係（出入国関連案件）（1959年
３月）（他１件、計２件）

H16.6.29 H19.7.29 H20.2.29

1069

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

183

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

フランス・中共外交関係（1964年１月） H16.6.4 H16.10.2 H19.9.6

215

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

日朝関係（出入国関連案件）（1959年
１月）

H16.6.29 H19.7.29 H20.1.28

616
処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

480
処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

日台航空（1974年４月） H16.6.3 H18.7.3 H20.3.10

H18.7.3 H19.10.26日台航空（1974年３月） H16.6.3

109
処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

498
処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

日・中共関係（1961年10月）（他１件、
計２件）

H16.5.18 H19.6.17 H19.10.4

日台航空（1974年４月） H16.6.3 H18.7.3 H19.11.13

288
処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

H16.5.18

中共問題（1964年３月） H16.5.18 H19.6.17 H20.3.31

H19.6.17 H19.10.19 124中国問題情報官会議（1963年１月）
処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であったため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

511

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

沖縄問題（1968年９月） H16.7.5 H18.8.4 H19.12.28

沖縄関係（1979年１月） H16.7.5

沖縄復帰一般（1971年６月） H16.7.5 H18.8.4 H19.7.23

H18.8.4 H19.8.17

171

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

215

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

353

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

日朝関係（出入国関連案件）（1959年
２月）（２）

H16.6.29 H19.7.29 H20.1.16

378

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

日朝関係（出入国関連案件）（1959年
２月）（３）

H16.6.29 H19.7.29 H20.2.29

日朝関係（出入国関連案件）（1959年
２月）（１）（他５件、計６件）

H16.6.29 H19.7.29 H19.10.19 82

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

中共問題（1964年３月） H16.10.25 H19.8.16 H20.3.31

56

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

30

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

国際連合における中国代表権問題
（1964年１月）

H16.10.1 H19.10.31 H19.12.26

228

開示請求の対象となり得る行政文書の開示・
不開示の審査に予想以上の時間を要したた
め。処理すべき開示請求案件が著しく多いこと
に加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

国連代表権問題／中共（1961年３
月）（他３件、計４件）

H16.10.12 H19.11.12 H19.12.12

国際捕鯨委員会（第025回）（1973年
１月）（他３件、計４件）

H16.10.1

国際連合における中国代表権問題
（1960年３月）（他８件、計９件）

H16.10.1 H19.10.31 H19.12.5

H19.7.2 H19.7.9

357

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

35

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び開示請求の対象となり得る行
政文書が大量（開示文書2546頁）で、対象文
書の特定作業等に予想外の時間を要したた
め。また、開示決定等に係る省内協議に予想
外の時間を要したため。

7

担当課において他に処理すべき開示案件が
著しく多くかつ担当課における他の事務が著し
く繁忙であり、開示請求の処理に予想外の時
間を要したため。

沖縄問題（1972年４月） H16.7.5 H18.8.4 H19.7.27



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

39

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

国際連合における中国代表権問題
一件（1966年７月）

H17.1.25 H19.12.28 H20.2.5

中国に関する第三国協議（1968年９
月）

H16.12.17

国際連合における中国代表権問題
（1966年１月）（他１件、計２件）

H17.1.25 H19.12.28 H20.2.25

H19.12.17 H20.3.3

771
処理すべき開示請求案件が著しく多いことに
加え、他の事務も著しく繁忙であるため。

1062

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

59

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び開示請求の対象となり得る行
政文書が大量（開示文書1072頁）で、対象文
書の特定作業等に予想外の時間を要したた
め。また、開示決定等に係る省内協議に予想
外の時間を要したため。

日中航空協定交渉（1974年１月） H16.11.30 H17.10.31 H19.12.11

77

対象となっている行政文書の性質上、開示等
の決定を行うための判断に時間を要したた
め。処理すべき開示請求案件が著しく多いこと
に加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

1969年11月、佐藤総理訪米 H16.12.8 H17.4.7 H20.3.4

日中航空協定交渉（1974年４月） H16.11.30 H17.10.31 H19.5.9 555

開示請求の対象となり得る行政文書の開示・
不開示の審査に予想以上の時間を要したた
め。処理すべき開示請求案件が著しく多いこと
に加え、他の事務も著しく繁忙であったため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

マレイシア紛争第７巻（1964年１月） H17.5.23 H19.9.21 H19.10.12

932

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

67

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

1969年11月の佐藤首相と愛知外相
の訪米に関する文書

H17.4.25 H17.8.25 H20.3.14

21

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

マレイシア要人訪日関係第３巻（1964
年９月）

H17.5.23 H19.9.21 H19.11.27

沖縄の国際的地位に関する文書
（1952年１月から1955年12月まで）

H17.2.3

沖縄の米軍基地および軍用地問題
に関する文書（1952年１月から1956
年５月まで）

H17.2.3 H19.2.13 H20.3.19

H19.2.13 H20.3.4

49

開示請求受付後、安保理改革等事務が繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

400

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

385

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

国際連合における中国代表権問題
（1966年11月）

H17.1.25 H19.12.28 H20.2.15



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

154

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

マレイシア紛争諸外国の態度及び軍
事援助タイの部（1963年１月）

H17.5.23 H19.9.21 H20.2.22

マレイシア紛争東京会談第２巻（1963
年６月）

H17.5.23

マレイシア紛争東京会談第３巻（1964
年６月）（他１件、計２件）

H17.5.23 H19.9.21 H20.3.31

H19.9.21 H20.2.13

70

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

108

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

192

対象となる行政文書が著しく大量（開示文書
800頁超）かつ担当課において他に処理すべ
き開示請求案件が著しく多く開示請求日から
60日以内にそのすべてについて開示決定等を
することにより事務の遂行に著しい支障が生
ずるおそれがあったため。

マレイシア紛争第９巻（1964年10月） H17.5.23 H19.9.21 H19.11.30

145

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

マレイシア紛争東京会談第１巻（1963
年５月）

H17.5.23 H19.9.21 H20.1.7

マレイシア紛争第８巻（1964年５月） H17.5.23 H19.9.21 H19.12.19 89

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

原子力損害賠償制度研究（2000年１
月）

H17.6.2

日・中共関係（1970年１月） H17.8.8 H18.1.10 H19.10.19

H19.6.1 H19.12.7

154
関係省庁との協議及び調整が必要であり、か
つ当該時期に他に処理すべき案件が多く、事
務処理上の困難があったため。

301
関係省庁との協議及び調整が必要であり、か
つ当該時期に他に処理すべき案件が多く、事
務処理上の困難があったため。

647
処理に時間を要したため。処理すべき開示請
求案件が著しく多いことに加え、他の事務も著
しく繁忙であったため。

インドネシア原子力事情、協力の文
書（1990年１月）（１）

H17.6.2 H19.6.1 H19.11.2

189
関係省庁との協議及び調整が必要であり、か
つ当該時期に他に処理すべき案件が多く、事
務処理上の困難があったため。

インドネシア原子力事情、協力の文
書（1990年１月）（２）（他１件、計２件）

H17.6.2 H19.6.1 H20.3.28

マレイシア紛争　調書、資料 第１巻
（1962年５月）

H17.5.23

マレイシア紛争第１４巻（1964年２月） H17.5.23 H19.9.21 H20.2.29

H19.9.21 H19.10.9

110

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

161

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

18

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

マレイシア紛争諸外国の態度及び軍
事援助オーストラリアの部（1961年８
月）

H17.5.23 H19.9.21 H20.1.9



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

397

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

406

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

北朝鮮関連領事事務（1959年４月） H17.8.30 H18.9.29 H19.10.31

平成16年（行情）諮問第471号（７月
15日）　平成17年度（行情）答申第
204号（７月26日） 審査会で一部開示
決定が行われた日韓会談関係の文
書全て

H17.11.4 H18.6.2 H19.7.13

1960年１月に香港で行われた、外務
省アジア局長・中国課長や日本外交
官らによる中国問題に関する会議の
議事録・発言録等

H17.8.11

北朝鮮関連領事事務（1955年10月） H17.8.30 H18.9.29 H19.10.19

H18.2.10 H19.10.19

182

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

218

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

385

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

国際連合における中国代表権問題
（1953年６月）（他１件、計２件）

H17.8.8 H19.1.4 H19.7.5

616

対象となっている行政文書の性質上、開示等
の決定を行うための判断に時間を要している
ため。処理すべき開示請求案件が著しく多い
ことに加え、他の事務も著しく繁忙であったた
め。

国際連合における中国代表権問題
（1954年７月）

H17.8.8 H19.1.4 H19.8.10



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

日米外交（1978年３月）の文書中、駐
米日本大使・駐日米国大使に関連す
る部分

H17.11.7 H19.6.14 H19.10.26 134

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

日米関係（1968年12月）の文書中、
駐米日本大使・駐日米国大使に関連
する部分

H17.11.7 H19.6.14 H20.2.8 239

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

231

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

日米関係（1968年８月）の文書中、駐
米日本大使・駐日米国大使に関連す
る部分

H17.11.7 H19.6.14 H20.1.31

日米関係（1965年２月）の文書中、駐
米日本大使・駐日米国大使に関連す
る部分

H17.11.7

日米外交（1968年１月）の文書中、駐
米日本大使・駐日米国大使に関連す
る部分

H17.11.7 H19.6.14 H20.2.20

H19.6.14 H20.3.6

251

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

266

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

戦後処理（1952年４月） H18.1.13 H19.2.13 H20.3.3 384

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

中国における遺棄化学兵器に関する
調査報告書（第１回調査から最新の
ものまですべて。別冊等を含める。）。
第25回現地調査（2003年８月）の報
告書（他７件、計８件）

H17.12.8 H19.1.16 H19.12.14 332

開示・不開示の審査に予想以上の時間を要し
たため。また、処理すべき開示請求案件が著
しく多いことに加え、他の事務も著しく繁忙で
あったため。

中国における遺棄化学兵器に関する
調査報告書（第１回調査から最新の
ものまですべて。別冊等を含める。）。
第11回現地調査（98年７月）の報告
書（他３件、計４件）

H17.12.8 H19.1.16 H19.5.1 105

開示・不開示の審査に予想以上の時間を要し
たため。また、処理すべき開示請求案件が著
しく多いことに加え、他の事務も著しく繁忙で
あったため。

1953年、在日中国人（華僑）の中国
送還に関する日中（中共）間、日台間
協議、外交記録

H17.12.13 H18.3.13 H20.3.13 731

対象となっている行政文書の性質上、開示等
の決定を行うための判断に時間を要したた
め。処理すべき開示請求案件が著しく多いこと
に加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

外務省（在外公館を含む）が購入した
美術品のリストとその価格、その保管
状況がわかる資料一式（2002年度
分）（他２件、計３件）

H17.11.11 H18.8.15 H20.1.7 510
対象文書の開示・不開示の決定に予想外の
時間を要したため。

日米関係（1978年10月）の文書中、
駐米日本大使・駐日米国大使に関連
する部分

H17.11.7 H19.6.14 H20.1.25 225

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

マレイシア紛争　調書・資料　第１巻
（1962年５月）

H18.4.7 H19.4.9 H19.10.9 183

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く、また、他の事務も著しく繁忙で
あり、開示請求日から60日以内にそのすべて
について開示決定等をすることにより事務の
遂行に著しい支障が生ずるおそれがあったた
め。

第２回アジア・アフリカ会議関係調
書・資料のファイル（３冊）のうち、日
本の政策決定に関わる文書。

H18.4.6 H19.2.28 H19.9.10 194

開示請求の対象となり得る行政文書が著しく
大量（開示文書1150頁）で、対象文書の探索、
開示請求の対象となるか否かの調査、開示・
不開示の決定等に予想外の時間を要したた
め。

第２回アジア・アフリカ会議における
各国（マレーシア、ソ連、中国）の参加
状況に関する日本の情報分析・方針
決定過程が分かる文書

H18.4.6 H19.2.28 H19.7.23 145
対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外の
時間を要したため。

第２回アジア・アフリカ会議関係　本
邦の態度　各国との協力　（1964年９
月）（他１件、計２件）

H18.4.6 H19.2.28 H19.4.27 58

開示請求の対象となり得る行政文書が著しく
大量（開示文書700頁超）で、対象文書の探
索、開示請求の対象となるか否かの調査、開
示・不開示の決定等に予想外の時間を要した
ため。

マレイシア紛争　日本の態度第５巻
（1965年１月）（他１件、計２件）

H18.4.6 H19.4.9 H19.12.26 261

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く、また、他の事務も著しく繁忙で
あり、開示請求日から60日以内にそのすべて
について開示決定等をすることにより事務の
遂行に著しい支障が生ずるおそれがあったた
め。

1974年（昭和49年）8月朴正煕大統領
夫人射殺事件（大統領暗殺未遂事
件）通称：「文世光事件」＝犯人は日
本在住の韓国人・文世光（ﾑﾝｾｶﾞﾝ）。
この事件に関するすべての文書

H18.3.10 H19.3.23 H19.12.5 257

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

文書ファイル名：アジア経済開発基金
問題第４巻（1957年３月）（他１件、計
２件）

H18.5.15 H19.2.28 H19.6.22 114
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に時間を
要したため。

文書ファイル名：アジア経済開発基金
問題第２巻　（1956年４月）

H18.5.15 H19.2.28 H19.4.10 41
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に時間を
要したため。

アジア経済開発基金問題第１巻
（1957年６月）（他２件、計３件）

H18.5.15 H19.2.28 H20.2.29 366
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に時間を
要したため。

1967年10月から11月にかけて三木外
相とジョンソン駐日大使との間で行わ
れた、沖縄問題に関する協議につい
ての記録

H18.5.8 H19.6.6 H20.1.15 223

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

日米政策企画協議（1966年11月）（他
１件、計２件）

H18.4.12 H18.11.13 H19.8.10 270
開示等決定に係る省内決裁に予想以上に時
間を要したため。

マレイシア紛争　東京会談　第２巻
（1963年６月）

H18.4.7 H19.4.9 H20.2.15 312

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く、また、他の事務も著しく繁忙で
あり、開示請求日から60日以内にそのすべて
について開示決定等をすることにより事務の
遂行に著しい支障が生ずるおそれがあったた
め。

マレイシア紛争　東京会談　第１巻
（1963年５月）

H18.4.7 H19.4.9 H20.1.7 273

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く、また、他の事務も著しく繁忙で
あり、開示請求日から60日以内にそのすべて
について開示決定等をすることにより事務の
遂行に著しい支障が生ずるおそれがあったた
め。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

1969年４月下旬にワシントンで行わ
れた、東郷アメリカ局長とアメリカ側
関係者との会談

H18.5.19 H19.6.18 H20.2.25 252

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1969年６月初旬にワシントンで行わ
れた、愛知外相とロジャーズ国務長
官の会談（他２件、計３件）

H18.5.19 H19.6.18 H19.8.3 46

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1969年９月にワシントンで行われた、
下田駐米大使とアメリカ側関係者と
の会談

H18.5.19 H19.6.18 H19.12.5 170

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

アジア経済懇談会関係一件（1953年
１月）

H18.5.15 H19.2.28 H20.2.22 359
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に時間を
要したため。

本邦対アジア地域経済技術協力関
係アジア経済協力各省連絡委員会
（1952年１月）

H18.5.15 H19.2.28 H20.3.26 392
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に時間を
要したため。

本邦対アジア地域経済技術協力関
係第２巻（1954年１月）

H18.5.15 H19.2.28 H19.12.14 289
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に時間を
要したため。

本邦対アジア地域経済技術協力関
係第１巻（1951年１月）

H18.5.15 H19.2.28 H20.3.6 372
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に時間を
要したため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

1965年７月25日のニクソン米大統領
の非公式記者会見での「グアム・ドク
トリン」発表に関するわが国政府の考
え方、分析に関する資料

H18.7.4 H19.8.2 H20.3.13 224

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1969年11月18日にワシントンで行わ
れた、森審議官らとスナイダー沖縄
担当駐日公使らとの会談

H18.7.7 H19.8.6 H19.12.27 143

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1961年11月３日に行われた池田首相
とラスク米国務長官との会談

H18.7.7 H19.8.6 H19.8.20 14

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

草の根・人間の安全保障無償資金協
力事業で（2003年度）（他２件、計３
件）

H18.7.6 H18.12.22 H19.4.3 102

開示請求の対象となり得る行政文書が著しく
大量（開示文書5465頁）で、対象文書の探索、
開示請求の対象となるか否かの調査、開示・
不開示の決定等に予想外の時間を要したた
め。

1973年11月14日に行われたキッシン
ジャー米国務長官と大平外相との会
談（他１件、計２件）

H18.5.29 H19.6.27 H19.7.27 30

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

日・中共経済（1965年５月） H18.9.1 H19.4.2 H19.8.21 141
他にも開示請求が多く、所期の期限内の決定
により事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ
れがあったため。

日中貿易（1972年３月） H18.9.1 H19.4.2 H19.5.14 42
他にも開示請求が多く、所期の期限内の決定
により事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ
れがあったため。

1973年11月14日、15日のヘンリー・
キッシンジャー米国国務長官と田中
角栄首相、大平正芳外相、（可能で
あれば）中曽根康弘通算相の会談記
録

H18.8.25 H19.9.25 H19.11.29 65

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

国際連合における中国代表権問題
（1966年７月）

H18.8.23 H19.12.28 H20.2.5 39

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

国際連合における中国代表権問題
（1966年11月）

H18.8.23 H19.12.28 H20.2.20 54

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

国際連合における中国代表権問題
（1966年10月）

H18.8.23 H19.12.28 H20.2.25 59

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

1979年３月５日、園田外相訪米の際
の日本と米国との間の外相会談の記
録ほか

H18.9.15 H19.10.15 H20.2.27 135

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1969年７月26日からのニクソン米大
統領のフィリピン、タイ、インドネシア
訪問に関するわが国での分析に関す
る資料

H18.8.21 H19.10.1 H20.2.20 142

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく多く、また、他の事務も著しく繁忙で
あり、開示請求日から60日以内にそのすべて
について開示決定等をすることにより事務の
遂行に著しい支障が生ずるおそれがあったた
め。

中国問題情報官会議（1959年１月） H18.9.1 H19.4.2 H19.8.21 141
他にも開示請求が多く、所期の期限内の決定
により事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ
れがあったため。

中国問題情報官会議（1967年１月） H18.9.1 H19.4.2 H19.10.19 200
他にも開示請求が多く、所期の期限内の決定
により事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ
れがあったため。

中国問題情報官会議（1965年１月）
（他５件、計６件）

H18.9.1 H19.4.2 H19.10.4 185

他にも開示請求が多く、調査・審査する行政文
書が全体として著しく大量（開示文書1701頁）
であり、所期の期限内の決定により事務の遂
行に著しい支障が生ずるおそれがあったた
め。

日・中共貿易（1969年２月） H18.9.1 H19.4.2 H20.3.27 360
他にも開示請求が多く、所期の期限内の決定
により事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ
れがあったため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

田中総理訪米（1973年７月） H18.9.29 H19.5.1 H19.6.29 59

対象となり得る行政文書が著しく大量（開示文
書1370頁）で、対象文書の探索、開示請求の
対象となるか否かの調査、開示・不開示の決
定等に予想外に時間がかかった他、首脳・閣
僚レベルの往来等当初予想し得なかった事務
の繁忙により、開示請求の処理に十分な時間
をさくことができなかったため。

田中総理訪米（1973年５月） H18.9.29 H19.5.1 H19.7.18 78

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1973年の日石油危機と日米間等 H18.9.28 H19.9.28 H19.12.7 70

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1961年の国連総会において可決され
た､中国代表権問題に関する｢重要事
項指定｣決議案

H18.9.19 H19.10.31 H19.11.7 7

開示請求受付後、安保理改革等事務の繁忙
であったこと及び対象文書の特定作業等に予
想外の時間を要したため。また、開示決定等
に係る省内協議に予想外の時間を要したた
め。

田中総理インドネシア訪問（1973年11
月）

H18.9.11 H18.12.28 H19.12.26 363

延長期限に先立つ平成18年12月中旬に予定
されていた東アジア・サミットが、台風のために
直前にキャンセルされ、翌年１月に改めて開
催され、キャンセルへの対応及び日程の再調
整のために当初想定されていなかった多量の
業務が発生したため、開示請求処理に予想外
の時間を要したため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

1973年８月の田中角栄総理訪米の
際の会談記録

H18.10.27 H19.11.26 H19.12.14 18

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1973年の石油危機への対応を協議
する局際委員会の会議資料

H18.10.30 H19.6.15 H19.7.17 32
対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外の
時間を要したため。

1980年５月米大平首相とカーター米
国大統領の日米首脳会談の記録

H18.10.30 H19.11.29 H19.12.10 11

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1979年12月ヴァンス米国国務長官と
大来佐武郎外相の会談記録

H18.10.30 H19.11.29 H20.3.14 106

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1973年10月田中角栄首相・大平正芳
外相、ブレジネフ・ソ連共産党書記
長・コスイギン首相・グロムイコ外相と
会談（モスクワ）議事録

H18.9.29 H18.11.29 H19.10.29 334

当該行政文書の開示・不開示の審査に慎重な
判断が求められたため。また、開示請求受付
後、2006年11月のＡＰＥＣ首脳会合における日
露首脳会談、2007年１月の日露戦略対話、同
年２月のフラトコフ・ロシア首相の訪問、同年５
月の麻生外務大臣の訪露等当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

大平外相（1962-1964年）の日韓交渉
に関する外務省記録

H18.12.4 H19.6.20 H20.2.27 252

六者会合や日朝国交正常化のための作業部
会及び総理訪韓への対応等、当初予測し得な
かった事務の繁忙により、開示請求処理に予
想外の時間を要したため。

1985年８月15日の中曾根首相による
靖国神社公式参拝について、中国、
韓国などアジア各国からの反応や各
国への説明などに関する文書

H18.12.4 H19.3.5 H19.5.14 70
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に時間を
要したため。

森・ゴーチョクトン会合（2000年11月）
の議事録等

H18.11.17 H19.7.2 H19.12.26 177

平成19年８月の安倍総理のマレーシア・インド
ネシア訪問準備のために多忙を極めた。その
結果、開示請求処理に予想外の時間を要した
ため。

小渕・ゴーチョクトン会合（1999年12
月）の議事録等

H18.11.17 H19.7.2 H20.1.10 192

平成19年８月の安倍総理のマレーシア・インド
ネシア訪問準備のために多忙を極めた。その
結果、開示請求処理に予想外の時間を要した
ため。

2000年３月〜９月　日・シンガポール
共同検討会合の議事録

H18.11.17 H19.7.2 H20.2.25 238

平成19年８月の安倍総理のマレーシア・インド
ネシア訪問準備のために多忙を極めた。その
結果、開示請求処理に予想外の時間を要した
ため。

中国遺棄化学兵器問題の各現地調
査の内容・結果が具体的にわかる文
書

H18.11.8 H19.3.8 H19.5.1 54

開示請求の対象となり得る行政文書の開示・
不開示の審査に予想以上の時間を要したた
め。処理すべき開示請求案件が著しく多いこと
に加え、他の事務も著しく繁忙であったため。

1981年９月に二階堂進自民党総務会
長が訪中した際の、日程表、中国側
要人との会見記録

H18.10.30 H19.11.29 H20.2.15 78

対象となっている行政文書の性質上、開示等
の決定を行うための判断に時間を要したた
め。処理すべき開示請求案件が著しく多いこと
に加え、他の事務も著しく繁忙であったため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

本邦移動大使関係（1957年４月） H19.7.6 H19.11.2 H19.11.22 20
対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示不開示の決定等に予想外の
時間を要したため。

外務省が所有する美術品を売却もし
くは廃棄処分するために過去５年間
に作成した文書一覧

H19.4.23 H19.12.28 H20.1.7 10
対象文書の開示・不開示の決定に予想外の
時間を要したため。

環太平洋連帯構想(1979年７月) H19.4.5 H19.11.5 H20.2.28 115
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に予想外
に時間を要したため。

所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日
本国政府とシンガポール共和国政府
との間の協定（平成７年）

H19.1.22 H19.5.31 H19.7.26 56

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が大量であり、また他の事務が著しく繁忙で
あることもあり、開示請求日から60日以内にそ
のすべてについて開示決定等をすることにより
事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが
あったため。

佐藤総理訪米（1970年９月） H19.2.8 H20.3.10 H20.3.26 16

対象文書の探索、開示請求の対象となるか否
かの調査、開示・不開示の決定等に予想外に
時間がかかった他、首脳・閣僚レベルの往来
等当初予想し得なかった事務の繁忙により、
開示請求の処理に十分な時間をさくことができ
なかったため。

1973年12月　日本・インドネシアコロ
キアムの詳細が分かる資料等

H19.2.2 H19.5.31 H20.1.8 222

担当課において他に処理すべき開示請求案
件が著しく大量であり、また他の事務が著しく
繁忙であるため、開示請求日から60日以内に
そのすべてについて開示決定等をすることに
より事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ
があったため。

ＡＳＰＡＣへの参加を決めるまでの日
本政府内の政策決定過程が分かる
文書（64年９月～66年６月）

H18.12.22 H19.4.2 H19.12.14 256
同時期に処理すべき開示請求が重なっていた
ことに加え、事務の繁忙により、処理に予想外
に時間を要したため。



行政機関名 決定年月日 超過日数件名 受付年月日 通知した期限 期限までに開示決定等がされなかった理由

外務省

特許庁

日本・サウジアラビア二国間経済関
係／経済協力関係10（1974年８月）

H19.7.30 H19.12.20 H20.3.11 82

開示請求対象文書が在外公館に保存されて
おり、取り寄せる必要があったとともに、開示・
不開示の審査に慎重な判断が求められるもの
であったため。

平成18年意匠法改正に係る法制局
資料、法制局議事録、検討資料、そ
の他一切の文書（審議室保管分）

H19.7.24 H19.11.30 H20.1.10 41
開示請求の対象文書が大量
開示文書量（約6300枚）


